
　

愛
媛
県
で
は
県
の
取
り
組
み
を

広
く
お
知
ら
せ
す
る
た
め
、
県
政

広
報
紙
「
さ
わ
や
か
愛
媛
」
を
発

行
し
て
い
ま
す
。（
毎
月
１
日
発

行
。
た
だ
し
、
合
併
号
の
７
・
８

月
号
は
７
月
15
日
、
１
・
２
月
号

は
１
月
15
日
発
行
）

　

こ
の
広
報
紙
は
新
聞
折
込
み
で

配
布
し
て
い
ま
す
が
、
県
内
市
町

庁
舎
、
県
地
方
局
（
支
局
）
、
フ

ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
な
ど
で
お
渡
し

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い

た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

■
問
合
せ　

県
庁
広
報
広
聴
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
１
２

－

２
２
４
１

URL http://w
w

w
.pref.ehim

e.jp/

　

行
楽
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
多
く
の

方
が
国
有
林
を
訪
れ
ま
す
。
国
有

林
を
訪
れ
る
際
は
、
次
の
こ
と
に

ご
留
意
・
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

■
国
有
林
で
の
留
意
事
項

○
動
植
物
の
保
護

○
樹
木
の
損
傷
、
下
草
の
採
取
な

ど
の
禁
止
（
樹
木
の
損
傷
、
林

産
物
の
窃
取
は
、
法
で
罰
せ
ら

れ
ま
す
）

○
歩
道
、
広
場
な
ど
の
区
域
外
へ

の
立
ち
入
り
を
控
え
る

○
立
入
制
限
の
表
示
が
あ
る
区
域

に
は
絶
対
立
ち
入
ら
な
い

○
立
ち
止
ま
る
場
合
は
、
安
全
な

場
所
で
あ
る
か
確
認
す
る

○
悪
天
候
の
場
合
は
入
山
し
な
い

○
ご
み
は
持
ち
帰
る

○
タ
バ
コ
な
ど
、
火
の
始
末
を
確

実
に
す
る

■
登
山
を
す
る
方
へ

　

登
山
は
自
己
責
任
が
原
則
で
す
。

天
候
や
登
山
情
報
を
確
認
し
、
登

山
計
画
を
家
庭
、
登
山
地
域
の
都

道
府
県
警
察
本
部
地
域
課
・
警
察

署
等
に
提
出
の
上
、
十
分
な
装
備

で
入
山
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
・
連
絡
先

○
愛
媛
森
林
管
理
署

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
２
４

－

０
５
５
０

○
西
条
警
察
署

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
６

－

０
１
１
０

○
西
条
西
警
察
署

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
４

－

０
１
１
０

○
市
観
光
振
興
課
（
観
光
交
流
セ

ン
タ
ー
内
）

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

４
７

－

３
５
７
５

　

病
気
や
そ
の
他
や
む
を
得
な
い

事
由
に
よ
っ
て
、
中
学
校
を
卒
業

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
方
に

対
す
る
中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試

験
を
実
施
し
ま
す
。

■
対
象
者　

平
成
22
年
３
月
31
日

ま
で
に
満
15
歳
に
な
る
方
（
日
本

国
籍
を
有
し
な
い
方
も
含
む
）

■
試
験
日　

11
月
４
日
㈬

■
試
験
場　

愛
媛
県
庁

■
願
書
提
出
先　

文
部
科
学
省

■
願
書
受
付
期
間

　

８
月
21
日
㈮
～
９
月
８
日
㈫

■
問
合
せ

　

県
教
育
委
員
会
義
務
教
育
課

ＴＥＬ
０
８
９

－

９
１
２

－

２
９
４
１

　

壬
生
川
郷
土
史
研
究
会
発
刊
の

「
壬
生
川
郷
土
史
」
を
、
壬
生
川

公
民
館
で
販
売
し
ま
す
。

　

壬
生
川
郷
土
史
は
、
主
に
戦
国

時
代
か
ら
近
代
・
現
代
に
至
る
、

壬
生
川
の
歴
史
や
民
俗
、
人
物
な

ど
を
詳
し
く
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　

Ｂ
５
版
、
約
５
０
０
ペ
ー
ジ
の

構
成
で
、
１
冊
３
千
円
で
す
。

■
問
合
せ　

壬
生
川
公
民
館

ＴＥＬ
０
８
９
８

－

６
４

－

２
２
０
２

国
有
林
で
は
安
全
に
楽
し
い

ひ
と
と
き
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う

就
学
義
務
猶
予
免
除
者
な
ど
の

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験

「
壬
生
川
郷
土
史
」
を
発
刊

県
政
広
報
紙
を
地
方
局
な
ど
で

お
渡
し
し
て
い
ま
す

　毎年５月から８月にかけて、ＮＨＫアナログ総合テレビの２チャン
ネルの画面が『しま模様』となる症状が発生することがあります。
　これは自然現象によって「スポラディックＥ層」と呼ばれる特殊な
電離層が日本海上空に発生し、普段は届くことのない1000～2000㎞も
離れた近隣諸国のテレビやＦＭの電波を反射させ、日本に飛んでくる
からです。
　この電波が、２チャンネルと
混信して『しま模様』になって
しまいます。障害は数分～数時
間で消えます。ご理解のほど、
よろしくお願いします。
※地上デジタル放送でＮＨＫ総
　合テレビを受信されると、こ
　の症状は発生しません。

ＮＨＫの受信に関わる技術相談窓口　℡0570－00－3434（９時～20時受付）

大変ご迷惑をおかけしております。

テレビ画面がしま模様になるのは
自然現象『スポラディックＥ層』が原因です

定額給付金
子育て応援特別手当

　定額給付金、子育て応援特別手当の申請
期間は、平成21年10月15日㈭までです。
　申請は早めにお願いいたします。
　申請書が届いていない方は、早急に定額
給付金事務局へご連絡ください。

　これらの防止を図るため、国・県・市が
個人情報などを電話でお問い合わせするこ
とは絶対にありません。市などをかたった
不審な電話や郵便物にご注意ください。

問合せ　西条市役所　定額給付金事務局
　℡0897－52－1492　℡0897－56－5316
　℡0897－56－5317　※いずれの番号も直通

広報さいじょう　2009　7月号 16


